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【 請 求 項 １ 】
　 通 信 回 線 を 利 用 し て 情 報 提 供 装 置 よ り 情 報 を 入 手 す る 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 通 信 回 線 に よ る 通 信 を 行 な う 通 信 部 と 、 表 示 部 と 、 複 数 の 画 面 切 替 ボ タ ン と 、 操 作
者 よ り 設 定 を 受 付 け て 処 理 を 行 な う 処 理 部 と 、 を 有 し 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 操 作 者 よ り 設 定 を 受 付 る た め の 操 作 画 面 を 階 層 的 に 複 数 用 意 し 、 前 記 表 示 部 に 表 示 す る
操 作 画 面 を 、 前 記 複 数 の 画 面 切 替 ボ タ ン に 対 す る 操 作 者 の 操 作 内 容 、 表 示 中 の 操 作 画 面 、
お よ び 、 前 記 複 数 の 操 作 画 面 の 階 層 構 造 に 従 っ て 遷 移 さ せ る 画 面 遷 移 処 理 手 段 と 、
　 前 記 表 示 部 に 表 示 さ れ た 一 連 の 操 作 画 面 各 々 を 介 し て 操 作 者 よ り 受 付 け た 設 定 に 応 じ た
処 理 を 行 な う た め に 、 前 記 情 報 提 供 装 置 よ り 情 報 を 入 手 す る 必 要 が あ る 場 合 、 前 記 通 信 部
を 制 御 し て 前 記 情 報 提 供 装 置 と の 間 に 通 信 回 線 を 確 立 し 、 前 記 情 報 の 入 手 後 に 前 記 通 信 回
線 を 切 断 す る 通 信 制 御 処 理 手 段 と 、 を 有 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、



　 前 記 通 信 制 御 処 理 手 段 に よ る 前 記 通 信 回 線 の 切 断 に 先 立 っ て 、 前 記 通 信 回 線 の 切 断 有 無
を 確 認 す る た め の 確 認 画 面 を 前 記 表 示 部 に 表 示 し 、
　 前 記 通 信 制 御 処 理 手 段 は 、
　 前 記 確 認 画 面 を 介 し て 操 作 者 よ り 前 記 通 信 回 線 を 切 断 す る 旨 の 確 認 が 得 ら れ た 場 合 に 前
記 通 信 回 線 を 切 断 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、
　 前 記 通 信 制 御 処 理 手 段 に よ る 前 記 通 信 回 線 の 確 立 状 況 を 、 前 記 表 示 部 に 表 示 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、
　 前 記 情 報 提 供 装 置 よ り 情 報 を 入 手 す る 必 要 が あ る 場 合 で も 、 当 該 情 報 を 入 手 す る た め に
必 要 な 資 格 を 示 す 会 員 情 報 が 前 記 車 載 装 置 に 登 録 さ れ て い な い な ら ば 、 前 記 情 報 提 供 装 置
と の 間 に 通 信 回 線 を 確 立 す る 処 理 を 行 な わ な い こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】
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　 請 求 項 １ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、
　 表 示 中 の 操 作 画 面 お よ び 前 記 複 数 の 操 作 画 面 の 階 層 構 造 に 応 じ て 、 前 記 複 数 の 画 面 切 替
ボ タ ン 各 々 に 割 り 当 て ら れ る 項 目 情 報 を 、 当 該 操 作 画 面 と 共 に 前 記 表 示 部 に 表 示 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。

　 請 求 項 ５ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、
　 前 記 複 数 の 画 面 切 替 ボ タ ン が 操 作 さ れ な い 状 態 が 所 定 時 間 以 上 続 い た 場 合 、 そ の 後 、 操
作 者 に よ り 前 記 車 載 装 置 が 操 作 さ れ る ま で 、 前 記 項 目 情 報 を 非 表 示 と す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。

　 請 求 項 １ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 通 信 部 の 通 信 手 段 が 回 線 交 換 方 式 か パ ケ ッ ト 方 式 か を 判 断 す る 通 信 方 式 判 断 手 段 を
さ ら に 備 え 、
　 前 記 通 信 制 御 処 理 手 段 は 、
　 情 報 の 入 手 後 に 前 記 通 信 回 線 を 切 断 す る 際 に は 、 前 記 情 報 の 入 手 後 に 前 記 通 信 方 式 判 断
手 段 が 回 線 交 換 方 式 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 は 前 記 通 信 回 線 を 切 断 し 、 パ ケ ッ ト 方 式 で
あ る こ と を 検 出 し た 場 合 は 前 記 通 信 回 線 の 接 続 を 維 持 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。

　 請 求 項 ７ 記 載 の 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 画 面 遷 移 処 理 手 段 は 、
　 前 記 通 信 方 式 判 断 手 段 が 回 線 交 換 方 式 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 に 、 前 記 通 信 制 御 処 理
手 段 に よ る 前 記 通 信 回 線 の 切 断 に 先 立 っ て 、 前 記 通 信 回 線 の 切 断 有 無 を 確 認 す る た め の 確
認 画 面 を 前 記 表 示 部 に 表 示 し 、
　 前 記 通 信 制 御 処 理 手 段 は 、
　 前 記 確 認 画 面 を 介 し て 操 作 者 よ り 前 記 通 信 回 線 を 切 断 す る 旨 の 確 認 が 得 ら れ た 場 合 に 前
記 通 信 回 線 を 切 断 す る こ と
　 を 特 徴 と す る 車 載 装 置 。
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